
静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 静岡市は、茶農家及び製茶業者が提供するお茶ツーリズム体験プログラムの高付

加価値化を図るため、必要な環境整備等を実施する茶農家及び製茶業者に対し、予算の

範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付

規則（平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）茶農家 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 

ア 次のいずれかに該当するもの 

（ア）市内に住所を有し、かつ、市内に居住している個人 

（イ）（ア）及びイのいずれにも該当する者で構成される団体（任意団体の場合は代表

者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。

以下同じ。） 

（ウ）市内に主たる事業所を有する法人 

イ 市内に農地を所有し、又は農地法（昭和27年法律第229号）第３条第１項、農業経

営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第56号）附則第５条第２

項によりなお効力を有するとされた同法により改正される前の農業経営基盤強化促

進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項若しくは農地中間管理事業の推進に関す

る法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により農地を借り受けて市内で

茶を生産するもの 

（２）製茶業者 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 

ア 次のいずれかに該当するもの 

（ア）市内に住所を有し、かつ、市内に居住している個人 

（イ）（ア）及びイのいずれにも該当する者で構成される団体 

（ウ）市内に主たる事業所を有する法人 

  イ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第57条の規定に基づき、製茶業として届出をし

たもの 

（３）お茶ツーリズム体験プログラム 茶の生産・流通現場等において、観光客等に茶の        



歴史、品種及び生産過程等に関する説明や実演、飲み比べ等を体験させるプログラム

のことをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付の申請の日までに市内で事業を営

んでいる茶農家及び製茶業者（以下「申請者」という。）であって、市内でお茶ツーリズ

ム体験プログラムを提供し、又は令和８年度中にお茶ツーリズム体験プログラムを提供

開始しようとする者で、市長が必要があると認めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者又はその世帯員が暴力団員等（静岡市暴力団排

除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。）であ

るものは、補助対象者としない。 

（補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、以下のいずれか

に該当するもので、市長が必要があると認めるものとする。 

（１）受入準備事業 

（２）施設整備事業 

（３）誘客事業 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下｢補助対象経費｣という。）は、補助事業に要

する経費のうち、備品購入費、消耗品費、修繕料、工事請負費、役務費及び委託料で別

表１に定めるものとし、消費税及び地方消費税の額を除いた経費とする。当該補助事業

について国、他の地方公共団体等から補助金の交付を受けるときは、その交付を受ける

金額に相当する額は、補助対象経費としない。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表２に定めるところにより算出された額とする。 

（交付の申請） 

第７条 申請者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、お茶ツーリズム体験プロ

グラム高付加価値化補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市

長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）必要な金額がわかる見積書等 



（４）事業実施場所説明図（様式第４号）（修繕料又は工事請負費申請時） 

（５）誓約書（様式第５号） 

（６）定款、規約等（法人及び組合その他の者で組織する団体の場合に限る。） 

（７）団体構成員名簿（法人及び組合その他の者で組織する団体の場合に限る。） 

（８）暴力団排除に関する誓約書兼同意書（様式第６号） 

（９）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内

容を審査し、必要があるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、

お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金交付決定通知書（様式第７号）によ

り、当該申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第５条の２各号のいずれかに該当す

る場合は、補助金の交付の決定をしない。 

（交付の条件） 

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、規則第６条第１号か

ら第３号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。 

（１）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用

年数（同令に定めがない財産については、５年間）内において、市長の承認を受けな

いで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に

供してはならないこと。 

（２）市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分するこ

とにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあ

ること。 

（３）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけれ

ばならないこと。 

（４）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの

帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、減価償却資産の耐用年数の間（同

令に定めがない財産については、５年間）保管しなければならないこと。 

（５）規則及びこの要綱に定める事項を遵守すること。 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件 



（変更、中止又は廃止の承認申請） 

第10条 第８条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けたもの（以下「補助事業者」

という。）は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめお

茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第

８号）に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

（１）変更事業計画書（様式第２号） 

（２）変更収支予算書（様式第３号） 

（３）事業実施個所がわかる写真等（実施前及び実施後） 

（４）補助事業の変更の内容がわかる書類（必要な金額がわかる見積書を含む） 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（変更、中止、又は廃止の承認） 

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認

すべきと認めたときは、お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化事業変更（中止・

廃止）承認通知書（様式第９号）により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたと

きを含む。）は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付

の決定のあった日の属する年度の２月28日のいずれか早い日までにお茶ツーリズム体験

プログラム高付加価値化補助金実績報告書（様式第10号）に次に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

（１）事業実施報告書（様式第11号） 

（２）収支決算書（様式第３号） 

（３）実施内容がわかる写真 

（４）支払いがわかる領収書等 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、前項の報告のほか、当該補助事業の完了の日の属する年度の３月31日

から起算して３年間、当該事業の実施状況について市長が求めた時は、報告しなければ

ならない。 

（補助金の額の確定） 



第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必

要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事

業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認める

ときは交付すべき補助金の額を確定し、お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補

助金交付確定通知書（様式第12号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

（請求） 

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに請求書を市長に提出しな

ければならない。  

（補助金の交付の取消し）  

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の

全部又は一部を取り消すことができる。  

（１）交付申請又は交付決定の内容に誤りがあった場合 

（２）不正の手段により補助金を受けた場合  

（３）補助金を他の用途に使用した場合  

（４）補助金の交付の条件に違反した場合  

（補助金の返還）  

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消し

に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還さ

せることができる。 

（雑則） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年６月 15日から施行する。 

 （事業の終期） 

２ この要綱の終期は、令和９年３月 31日とする。 

 

 

 



 

別表１（第５条関係） 

事業名 費目 内容 導入例 

受入準備

事業 

備品購入費 

消耗品費 

（１）体験プログラムの提供時の受入れ

先の会場整備に必要な備品購入 

（２）インバウンド観光客受入に必要な

通訳機器 

（３）キャッシュレス決済に必要な機器 

（４）体験プログラムの提供に必要な茶

器等 

ただし、汎用性が広いＰＣ及びスマー

トフォン、タブレット端末及び使い捨て

の茶器は対象外とする。 

（１）テーブル、いす、 

パラソル等 

（２）翻訳機 

（３）カードリーダー等 

（４）急須、湯冷まし、

茶缶、フィルターイ

ンボトル、湯飲み、

グラス、テラスへ運

ぶボックスやかご

等 

施設整備

事業 

修繕料 

工事請負費 

茶畑体験プログラムで観光客等の利用に

供する施設整備 

トイレ、エアコンの設置

及び改修費、施設改修費 

誘客事業 委託料 

役務費 

（１）予約システム導入及びホームペー

ジ制作費用 

（２）パンフレット及び説明資料のデザ

イン費用 

（３）通訳や翻訳システム導入費 

 ただし、維持管理にかかる費用や専門

家による助言にかかる謝金、印刷費用及

びランニングコストは対象外とする。 

（１）ＨＰ製作費、予約

システム構築費、翻

訳費 

（２）パンフレット等デ

ザイン費 

（３）翻訳システム導入 

  費 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２（第６条関係） 

（１）茶農家 

補助対象経費の３分の２に相当する額の範囲内において市長が定める額（1,000円

未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てた額）とし、50万円を上限とす

る。 

（２）製茶業者 

補助対象経費の３分の１に相当する額の範囲内において市長が定める額（1,000円

未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てた額）とし、50万円を上限とす

る。 

※役務費又は委託料の補助金額は（１）及び（２）に定める額の範囲内において、20万円

を上限とする。 

 



様式第１号（第７条関係）                      

 

静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金交付申請書 

 

  年 月 日  

 

（宛先）静岡市長 

 

                                          住所 

                  申請者 氏名                

                      電話 

              

補助金の交付を受けたいので、静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金交

付要綱第７条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 事業の名称 

 

２ 交付申請額            円 

 

３ 事業の概要 

 

４ 添付書類 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）必要な金額がわかる見積書等 

（４）事業実施場所説明図（様式第４号） 

（５）誓約書（様式第５号） 

（６）定款、規約等（法人及び組合その他の者で組織する団体の場合に限る。） 

（７）団体構成員名簿（法人及び組合その他の者で組織する団体の場合に限る。） 

（８）暴力団排除に関する誓約書兼同意書（様式第６号） 

（９）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

法人又は団体にあっては、そ

の主たる事務所の所在地 

法人又は団体にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名 



 

様式第２号（第７条、第10条関係）                 

 

事業計画書（変更事業計画書） 

 

１ 屋号/法人名  

２ 業種 □ 茶農家 □ 製茶業者 

３ お茶ツーリズム観光プログラ

ムの提供 
□ 既に提供している □ 今後提供予定（  月～） 

４ 本補助金の利用目的 

＜目的の分類（複数選択可能）＞ 

□プログラムの高付加価値化 

□観光客の満足度向上 

□その他（                      ） 

５ 現在の課題（詳細）  

６ 本補助事業の実施内容 

（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 本補助事業で実施するお茶ツ

ーリズム体験プログラム 

  （詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ プログラム提供価格 

※新規提供予定者は予定価格 
１名あたり         円 

９ 本事業実施前の提供価格 

※既に提供している方のみ旧価格

を記載 

１名あたり         円 

10 補助事業実施期間 
事業着手（予定）日      年  月  日 

事業完了（予定）日      年  月  日 

11 総事業費（税抜）             円 

12 補助対象経費（税抜）             円 

13 プログラム提供時期 

□ 通年 

□ 毎年  月 ～   月 

その他（                  ） 

14 事業実施後の目標（KPI） 
 

・お茶ツーリズム体験プログラムの参加者数  

年間   人 
 

15 備考  

（注）変更事業計画書の場合は、変更前の計画を上段に括弧書きし、変更後の計画を下段に記

載すること。 

※必要に応じて、適宜写真の挿入やスペースを足して記載すること。



様式第３号（第７条、第10条、第12条関係）              

 

収支予算書（変更収支予算書、収支決算書） 

 

１ 収入の部 

（単位：円） 

科  目 予 算 額 決 算 額 備考 

市補助金    

    

    

合   計    

 

２ 支出の部 

（単位：円） 

（１）事業全体経費 

科  目 予 算 額 決 算 額 備考 

対

象

経

費 

備品購入費    

役務費    

消耗品費    

修繕費    

工事請負費    

委託費    

    

    

対

象

外

経

費 

消費税    

    

    

    

    

合  計    



（２）科目別内訳（税抜） 

  ア 備品購入費 

内容・使途 数量 単価（円） 金額（円） 備考 

     

合  計     

 

  イ 役務費 

内容・使途 数量 単価（円） 金額（円） 備考 

     

合  計     

 

  ウ 消耗品費 

内容・使途 数量 単価（円） 金額（円） 備考 

     

合  計     

 

  エ 修繕費 

内容・使途 数量 単価（円） 金額（円） 備考 

     

合  計     

 

  オ 工事請負費 

内容・使途 数量 単価（円） 金額（円） 備考 

     

合  計     

 

カ 委託費 

内容・使途 数量 単価（円） 金額（円） 備考 

     

合  計     



様式第４号（第７条関係） 

 

事業実施場所説明図 

 

工事を実施する場所がわかる全体図及び該当箇所を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第７条関係）                       

誓約書 

 

 私は、静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金の交付申請に当たり、下記

のとおり誓約します。また、この誓約に反していることが判明した場合は、補助金の申請

を取り下げ、補助金の返還等に応じるとともに、不正受給が明らかとなった場合には、当

方の事業者名、屋号・雅号、氏名等の情報が公表されることに同意します。また、誓約に

反したことにより生じた損害については、当方が一切の責任を負うものとします。 

記 

 

１ 静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金交付要綱第３条の要件を全て

満たしています。また、申請書及び提出書類の内容に虚偽や不正はありません。 

２ 申請した経費については、消費税及び地方消費税、振込手数料並びに国、県、市その

他の機関が行う補助金や給付金等を申請・受給している経費に該当しません。 

３ 申請日から３年以上継続して、市内でお茶ツーリズム体験プログラムの提供を行う意志

があります。 

４ 公序良俗に反する事業は行っていません。 

５ 市税の滞納をしていません。また、市が本申請に当たり、必要に応じて市税の課税状

況及び納付状況を調査すること（証明書の取得を含む｡)に同意します。 

６ 補助事業の完了後、お茶ツーリズム体験プログラム利用者数や売上について静岡市への

報告を３年間行います。 

 

（宛先） 静 岡 市 長  

年   月   日   

 

 

                       住所 

 

商号又は名称                

                  代表者職氏名 

 

 

法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 

 

 

 

法人にあっては、本店所在地 

 



様式第６号（第７条関係）                         

暴力団排除に関する誓約書兼同意書 

 

  私（当法人）は、補助金の申請をするにあたり、役員等（個人の場合はその者、法人の場

合は法人の業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、個人事業者に

あってはその者及びその事業所の支配人をいう。）が下記に該当しないこと、また補助金の利用

に当たっては、下記に該当するものを排除することを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、不利益を被ることになっても、

異議は一切申し立てません。 

 また、下記に該当しないことを確認するため、役員等氏名一覧等必要書類の提出を求められ

たときは、ただちに提出します。 

 この誓約書及び静岡市から提出を求められた書類の内容について、静岡市が警察当局へ情報

提供することに同意します。 

記 

１ 暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成 25年静岡市条例第 11号）第２条第３号に規定

する暴力団員等をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）であると認められるもの 

２ 暴力団（静岡市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ）、暴力団

員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの 

３ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの 

４ 暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るもの 

５ 暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるもの 

 （宛先） 静 岡 市 長  

年   月   日            住所    

商号又は名称                

                   代表者職氏名 

 

 

法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 

 

 

 

法人にあっては、本店所在地 

 



 

                                     

商号又は名称                   

 

役員等氏名一覧 

氏名 カナ 氏名 漢字 
生年月日 

（大正 T、昭和 S、平成 H、令和 R） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

（注） 

上記に記載された個人情報については、暴力団員等の該当性の確認にのみ使用し、その他の目的

には一切使用しません。また、その取扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、適

正に管理します。 

 

 

 

 

 

 

別紙 



 

様式第７号（第８条関係）                        

第   号  

年 月 日  

様  

静岡市長 氏   名 印  

 

静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化事業補助金交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった補助金の交付については、静岡市お茶ツーリズム体

験プログラム高付加価値化補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり交付を決定した

ので、通知します。  

 

 １ 交付の決定額         円 

 ２ 交付の時期 

 ３ 交付の条件 

（１）次に掲げる記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

   ア 補助事業等の目的及び内容 

   イ 補助事業等の事業計画及び収入支出の予算 

   ウ 交付を受けようとする補助金等の額の算出の基礎 

 （２）補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったと

きは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。 

 （３）補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受ける

こと。 

 （４）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定められている耐用年数等に相当する

期間（同令に定めがない財産については、５年間）内において、市長の承認を受けない

で、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し

てはならないこと。 



 （５）市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分すること

により収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあるこ

と。 

 （６）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな

らないこと。 

 （７）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳

簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後５年間保管しなければならないこと。 

（８）静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号）及び静岡市お茶ツーリズム体

験プログラム高付加価値化事業補助金交付要綱を遵守すること。 



様式第８号（第10条関係）                        

 

静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化事業変更（中止・廃止）承認申請書 

 

  年 月 日  

（宛先）静岡市長 

住所 

                  申請者 氏名                

                      電話 

 

年 月 日付け  第 号により補助金の交付の決定を受けた、静岡市お茶ツーリズ

ム体験プログラム高付加価値化事業の内容を変更（中止・廃止）したいので、静岡市お茶ツー

リズム体験プログラム高付加価値化補助金交付要綱第10条の規定により、次のとおり関係書類

を添えて申請します。 

 

１ 変更（中止・廃止）の内容 

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

３ 添付書類 

（１）変更事業計画書（様式第２号） 

（２）変更収支予算書（様式第３号） 

（３）事業実施個所がわかる写真等（実施前及び実施後） 

（４）補助事業の変更の内容がわかる書類（必要な金額がわかる見積書 を含む） 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

法人又は団体にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名 

法人又は団体にあっては、そ

の主たる事務所の所在地 



様式第９号（第11条関係）                        

第   号  

  年 月 日  

          様 

静岡市長 氏   名 印  

 

静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化事業変更（中止・廃止）承認通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった補助事業の変更（中止・廃止）については、次のと

おり承認したので、静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化事業補助金交付要綱

第11条の規定により通知します。 

 

 承認の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第10号（第12条関係）                  

 

静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化事業実績報告書 

 

 年 月 日  

 

（宛先）静岡市長 

                       住所 

                  報告者 氏名                

                      電話 

 

年 月 日付け  第 号により補助金交付の決定を受けた事業が完了したので、

静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金交付要綱第12条の規定により、次

のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

１ 交付決定額 

 

２ 添付書類 

（１）事業実施報告書（様式第11号） 

（２）収支決算書（様式第３号） 

（３）実施内容がわかる写真 

（４）支払いがわかる領収書等 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

法人又は団体にあっては、そ

の主たる事務所の所在地 

法人又は団体にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名 



様式第11号（第12条関係）                       

 

事業実施報告書 

 

 年 月 日  

 

 

1 実施内容 

※様式第２号「事業計画書（変

更事業計画書）」中、「６  

本補助事業の実施内容（詳

細）」を転記 

 

２ お茶ツーリズム体験プ 

ログラム開始時期 

□ 補助金採択前から提供 

□ 本補助金採択を機に提供開始 

３ 本事業実施前に解決したか

った課題 

※様式第２号「事業計画書（変

更事業計画書）」中、「５ 現在

の課題（詳細）」を転記 

 

４ 本事業実施後の効果 

（上記３の課題を解決したこと

による効果を詳細に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 本事業実施前のプログラム 

  提供価格(旧価格) 

※本補助実施前からプログラム

を提供している方のみ記載 

１名あたり         円 

６ 本事業実施後の提供価格 

  （新価格）（新たにプログラ

ムを実施する方は予定価

格） 

1名あたり            円 

７ 価格上昇率（６÷５×100） 

※本補助実施前からプログラム

を提供している方のみ記載 

                ％ 

８ プログラム提供時期 

□ 通年 

□ 毎年  月 ～   月 

□ その他（                ） 

９ 受入可能人数    人 ～    人 

10  備考  

（注）必要に応じて、スペースを足して記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第12号（第13条関係）                 

第   号  

年 月 日  

様  

 

静岡市長 氏   名 印  

 

静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化事業補助金交付確定通知書 

 

年 月 日付け  号により決定した補助金の交付について、次のとおり確定したの

で、静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化事業補助金交付要綱第13条の規定に

より、通知します。  

 

１ 交付決定額          円  

 

２ 交付確定額          円  

 

 

 

 


